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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１１月６日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因
いんの

島北東方沖 

 大浜埼灯台から真方位１００°３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２０.９′ 東経１３３°１４.０′） 

事故の概要  遊漁船飛鳥
あ す か

は、西南西進中、また、プレジャーボートとんぼ丸は、

南南西進中、両船が衝突した。 

とんぼ丸は、船長が負傷し、左舷中央部に擦過傷を生じ、また、飛

鳥は、右舷船尾部に亀裂が生じた。 

事故調査の経過  令和４年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 飛鳥、２.６トン 

   ＨＳ３－４５６０９（漁船登録番号）、個人所有 

９.５３ｍ（Lr）×２.４ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５kＷ、平成１１年１０月 

第２７１－３３４２４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート とんぼ丸、５トン未満 

   ２７３－８１７６広島、個人所有 

８.５１ｍ（Lr）×２.１７ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１２８.７kＷ、平成７年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年８月１１日 

免許証交付日 令和３年７月１５日 

           （令和９年３月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年５月１９日 

免許証交付日 令和３年９月１４日 

           （令和９年４月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に亀裂 

Ｂ 左舷中央部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時３１分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、釣りの目的

で、令和４年１１月６日０６時００分ごろ尾道市浦崎町の係留場所を

出航し、広島県福山市横田港に寄港したのち、広島県竹原市南方沖の

釣り場に向かった。 

船長Ａは、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、約２３ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）とし、因島大橋の下を通過するつも

りで、因島大橋の南東方に向かって手動操舵により西南西進した。 

船長Ａは、前路を目視で確認して船舶を認めなかったので、航行の

支障となる船舶はいないと思い、因島大橋方面に意識を向けて航行を

続けた。 

船長Ａは、突然、船首方至近にＢ船を視認し、左舵一杯としたもの

の、０６時４０分ごろＡ船の船首が南南西方を向いたとき、Ａ船の右

舷船尾部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、負傷者の有無及び船体の損傷を確認した後、係留場所へ

帰航した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、０６時００

分ごろ尾道市山波
さ ん ば

漁港を出航し、愛媛県今治市大
おお

島北方沖周辺の釣り

場で使用する餌を購入する目的で、尾道市土生
は ぶ

港に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、約１５kn の

速力で、手動操舵により因島と愛媛県上島
かみじま

町弓削
ゆ げ

島の間の弓削瀬戸に

向かって南南西進した。 

船長Ｂは、船首方に、弓削瀬戸に向かって航行するプレジャーボー

ト（以下「先航船」という。）がいたので、先航船の航走波で船体が

動揺しないように、先航船の後方を航行することに意識を向けて航行

を続けていたところ、突然、左舷方至近にＡ船を認めたが、どうする

こともできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒し、立ち上がって負傷者の有無及び船

体の損傷を確認した後、本事故の発生を携帯電話で１１８番通報し

た。 

Ｂ船は、来援した巡視艇に伴走されながら、自力航行して山波漁港

に帰航し、船長Ｂは、救急車で尾道市内の病院に搬送され、頸椎捻挫

及び左眼打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船 参照） 
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 その他の事項 Ａ船は、レーダーを装備していなかった。 

Ａ船の釣り客は、４人が前部甲板に、２人が後部甲板にそれぞれ座

り、１人がキャビン内で横になっていた。 

船長Ａ及び甲板上にいた釣り客は、全員が救命胴衣を着用してい

た。 

船長Ａは、進路目標である遠方の因島大橋方面に意識を向け、船首

方のみに視線を向けた状態になっていたので、Ｂ船に気付くのが遅れ

たと本事故後に思った。 

Ｂ船は、レーダーを装備していなかった。 

Ｂ船の同乗者は、１人が後部甲板に置いた渡し板の右舷寄りに腰を

掛け、１人がキャビン内で横になっていた。 

船長Ｂ及び後部甲板にいた同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、西南西進中、船長Ａが、前路を目視で確認して航行の支障

となる船舶はいないと思い、進路目標である遠方の因島大橋方面に意

識を向け、船首方のみに視線を向けた状態で航行を続けたことから、

右舷方から接近するＢ船に気付くのが遅れ、左舵一杯としたものの、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、南南西進中、船長Ｂが、先航船の航走波で船体が動揺しな

いように、先航船の後方を航行することに意識を向けて航行を続けた

ことから、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、因島北東方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が南南

西進中、船長Ａが、前路を目視で確認して航行の支障となる船舶はい

ないと思い、進路目標である遠方の因島大橋方面に意識を向け、船首

方のみに視線を向けた状態で航行を続け、また、船長Ｂが、先航船の

航走波で船体が動揺しないように、先航船の後方を航行することに意

識を向けて航行を続けたため、Ａ船及びＢ船が互いに接近しているこ

とに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、一方向のみに意識を向けず、周囲の見張りを適

切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 
 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷船尾部に亀裂 

左舷中央部に擦過傷 


